
（ 防 火対 象 物の消 防 用設 備 等の状 況 の公 表 ）  

第 ４ ７条 の ３  消 防 長は ， 防火対 象 物を 利 用しよ う とす る 者の防 火  

 安 全性 の 判断に 資 する た め，当 該 防火 対 象物の 消 防用 設 備等の 状  

 況 が， 法 ，令又 は これ に 基づく 命 令の 規 定に違 反 する 場 合は， そ  

 の 旨を 公 表する こ とが で きる。  

２  消防 長 は，前 項 の規 定 による 公 表を し ようと す ると き は，当 該  

 防 火対 象 物の関 係 者に そ の旨を 通 知す る ものと す る。  

３  第１ 項 の規定 に よる 公 表の対 象 とな る 防火対 象 物及 び 違反の 内  

 容 並び に 公表の 手 続き は ，規則 で 定め る 。  


